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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第66期

第３四半期累計期間
第67期

第３四半期累計期間
第66期

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成23年６月30日

自  平成23年10月１日
至  平成24年６月30日

自  平成22年10月１日
至  平成23年９月30日

売上高 (千円) 29,363,059 28,970,386 41,106,857

経常利益又は経常損失(△) (千円) △98,349 525,464 320,654

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(千円) △264,482 36,285 △337,518

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,083,500 1,083,500 1,083,500

発行済株式総数 (株) 8,701,228 8,701,228 8,701,228

純資産額 (千円) 5,914,314 5,504,788 5,523,490

総資産額 (千円) 22,731,747 22,166,874 24,177,227

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期(当期)純損失金額(△)

(円) △31.06 4.62 △39.87

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 6.00 6.00 12.00

自己資本比率 (％) 26.02 24.83 22.85

　

回次
第66期

第３四半期会計期間
第67期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △35.61 △59.85

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．売上高に消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

また、第66期第３四半期累計期間、第66期については１株当たり四半期(当期)純損失が計上されているため記載

しておりません。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、損益等からみて重要性の乏しい関連会社のみであるため記載し

ておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等また

は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　
(1)経営成績の分析

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、依然として厳しい状況にあるなか復興需要等を背景とし

て緩やかに回復しつつあるものの、欧州政府債務危機を巡る不確実性が高いことや、長引く円高などの影

響により景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。

このような環境のなか、当社は経営方針に基づく中長期経営戦略を的確に実践するとともに、首都圏、関

西圏を中心に業績の拡大を図り、各地方店所においてはそれぞれの地域の特性にあった得意ビジネスの拡

販に取組んでまいりました。

当第３四半期累計期間の業績につきまして、主たる事業基盤でありますネットワークにおいては、東日

本大震災復興支援としての通信インフラ設備関連ビジネスや、節電対策などで当社の省エネ関連ビジネス

が販売に貢献したものの、売上高は低調に推移いたしました。ソリューションにおいては、公共関連ビジネ

スや、運輸業向けシステム開発、ヘルスケアビジネスなどにより売上高は順調に推移いたしました。サポー

トサービスにおいては、ストックビジネスの拡大を目指し、ソフトウェア保守としてのヘルプデスクサー

ビス、運用支援サービスなど扶桑ＬＣＭサービスの拡販につとめてまいりました。

この結果、当第３四半期累計期間の業績は四半期業績の特性もあり、受注高30,277百万円(前年同四半期

比107.7％)、売上高28,970百万円(前年同四半期比98.7％)となりました。利益につきましては、原価率の低

減および販売管理費の削減につとめたことから、営業利益487百万円(前年同四半期営業損失110百万円)、

経常利益525百万円(前年同四半期経常損失98百万円)、四半期純利益36百万円(前年同四半期純損失264百

万円)となりました。

　
当第３四半期累計期間の部門別売上高は、通信機器部門12,509百万円(前年同四半期比92.4％)、電子機

器部門7,648百万円(前年同四半期比103.8％)、ＯＡ機器部門3,553百万円(前年同四半期比109.1％)、保守

部門5,258百万円(前年同四半期比101.0％)となりました。　

　
(2)財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ2,010百万円減少し、22,166百万円とな

りました。主な減少理由といたしましては、受取手形及び売掛金が2,775百万円減少したことなどによるも

のです。

　負債につきましては、前事業年度末に比べ1,991百万円減少し、16,662百万円となりました。主な減少理由

といたしましては、支払手形及び買掛金が1,808百万円減少したことなどによるものです。

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ18百万円減少し、5,504百万円となりました。主な減少理由と

いたしましては、配当金の支払による利益剰余金の減少によるものです。

　
(3)事業上および財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において新たに発生した事業上および財務上の対処すべき課題はありません。

　
(4)研究開発活動

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

扶桑電通株式会社(E03264)

四半期報告書

 3/14



第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,701,228 8,701,228
東京証券取引所　　市

場第二部
単元株式数は、1,000株　
であります。

計 8,701,228 8,701,228― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年４月１日～　　
　平成24年６月30日

― 8,701,228 ― 1,083,500 ― 1,076,468

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

　
① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)　普
通株式　839,000

―
権利内容に何ら限定のない、当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

7,737,000
7,737 同上

単元未満株式
普通株式

125,228
― 同上

発行済株式総数 8,701,228― ―

総株主の議決権 ― 7,737 ―

(注)　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式841株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

　 　 平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
扶桑電通株式会社

東京都中央区築地
５丁目４番18号

839,000 ― 839,000 9.64

計 ― 839,000 ― 839,000 9.64

(注)　当第３四半期会計期間末日現在における当社所有の自己株式数は、840,045株であります。

　

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成24年４月１日から

平成24年６月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年10月１日から平成24年６月30日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,428,552 2,447,931

受取手形及び売掛金 9,168,110 ※２
 6,392,201

有価証券 159,780 －

商品 92,469 87,426

仕掛品 1,271,356 2,659,731

繰延税金資産 409,789 393,448

その他 459,986 483,263

貸倒引当金 △32,441 △48,309

流動資産合計 13,957,603 12,415,692

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,156,229 1,164,155

減価償却累計額 △680,423 △706,302

建物及び構築物（純額） 475,806 457,853

土地 189,993 189,993

その他 1,616,439 1,643,920

減価償却累計額 △602,778 △662,740

その他（純額） 1,013,661 981,179

有形固定資産合計 1,679,461 1,629,025

無形固定資産

ソフトウエア 45,109 45,068

その他 22,131 22,131

無形固定資産合計 67,241 67,199

投資その他の資産

投資有価証券 4,585,991 4,620,029

リース投資資産 604,784 668,181

差入保証金 429,853 422,256

繰延税金資産 2,811,862 2,294,286

その他 77,722 84,043

貸倒引当金 △37,293 △33,840

投資その他の資産合計 8,472,921 8,054,956

固定資産合計 10,219,623 9,751,181

資産合計 24,177,227 22,166,874
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,176,307 6,368,099

短期借入金 500,000 －

未払法人税等 60,796 44,790

前受金 268,596 761,839

賞与引当金 823,796 376,984

その他 1,215,385 1,482,629

流動負債合計 11,044,883 9,034,342

固定負債

長期借入金 － 500,000

退職給付引当金 6,009,087 5,529,225

役員退職慰労引当金 73,886 73,886

リース債務 1,484,513 1,487,370

その他 41,366 37,260

固定負債合計 7,608,853 7,627,742

負債合計 18,653,736 16,662,085

純資産の部

株主資本

資本金 1,083,500 1,083,500

資本剰余金 1,076,468 1,076,468

利益剰余金 4,102,508 4,044,451

自己株式 △288,575 △288,969

株主資本合計 5,973,901 5,915,449

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △450,410 △410,661

評価・換算差額等合計 △450,410 △410,661

純資産合計 5,523,490 5,504,788

負債純資産合計 24,177,227 22,166,874
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成23年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年10月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 ※
 29,363,059

※
 28,970,386

売上原価 24,676,213 23,715,570

売上総利益 4,686,845 5,254,816

販売費及び一般管理費 4,797,373 4,767,591

営業利益又は営業損失（△） △110,527 487,224

営業外収益

受取利息 2,898 919

受取配当金 18,834 28,576

仕入割引 8,804 7,970

貸倒引当金戻入額 － 7,209

その他 32,720 36,589

営業外収益合計 63,258 81,266

営業外費用

支払利息 37,952 38,231

投資有価証券評価損 2,451 －

その他 10,675 4,795

営業外費用合計 51,080 43,026

経常利益又は経常損失（△） △98,349 525,464

特別利益

固定資産売却益 13,074 －

投資有価証券売却益 2,850 10

貸倒引当金戻入額 3,910 －

ゴルフ会員権売却益 － 3,400

特別利益合計 19,834 3,410

特別損失

投資有価証券評価損 242,780 2,556

固定資産売却損 － 989

固定資産除却損 9,482 1,495

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,313 －

災害による損失 8,556 －

特別損失合計 286,132 5,040

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △364,647 523,833

法人税、住民税及び事業税 36,239 35,358

法人税等調整額 △136,404 452,189

法人税等合計 △100,165 487,548

四半期純利益又は四半期純損失（△） △264,482 36,285
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期会計期間(自 平成24年４月１日　至 平成24年６月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第３四半期累計期間
(自  平成23年10月１日  至  平成24年６月30日)

１ (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

２ (法人税率の変更等による影響）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年

法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措

置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から

法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延

税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.70％から、平成24年10月１日に開始する事業年度から平成

26年10月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年10月１日に開始

する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.64%となります。この税率変更により繰延税金資

産が268,900千円減少し、その他有価証券評価差額金(借方)が32,286千円、法人税等調整額が236,614千円増加し

ております。
 

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

１　保証債務

　
前事業年度

(平成23年９月30日)
当第３四半期会計期間
(平成24年６月30日)

　(1)従業員の借入に対する保証 　 　
　被保証者
　種類
　金額

 

　  　　　　　　　従業員
　  　　　　　　連帯保証
　　　　　　  　 600千円
 

　　　　　　　　　従業員　
　　　　　　　　連帯保証
　　　　　　　　 108千円

※２　四半期末日満期手形の処理

四半期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を持って決済処理しております。従って、当

四半期末日が金融機関の休日であったため、次の四半期末日満期手形が四半期末残高に含まれており

ます。

　
前事業年度

(平成23年９月30日)
当第３四半期会計期間
(平成24年６月30日)

　受取手形 　　　　　 ― 千円 　　　　　 　 　47,129千円

　

(四半期損益計算書関係)

※売上高の季節的変動

前第３四半期累計期間(自　平成22年10月１日　至　平成23年６月30日)及び当第３四半期累計期間(自　平成

23年10月１日　至　平成24年６月30日)

システム導入および更新時期が、お客様の決算期である３月、９月に集中する傾向にあるため、売上高

は第２四半期、第４四半期に集中、増加する特性があります。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累

計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間
(自　平成22年10月１日 
  至　平成23年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年10月１日 
  至　平成24年６月30日)

減価償却費 157,834千円 174,035千円

　

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自  平成22年10月１日  至  平成23年６月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年12月21日
定時株主総会

普通株式 51,096 ６ 平成22年９月30日 平成22年12月22日 利益剰余金

平成23年５月12日
取締役会

普通株式 51,093 ６ 平成23年３月31日 平成23年６月13日 利益剰余金

　

２　株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第３四半期累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年６月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年12月20日
定時株主総会

普通株式 47,174 ６ 平成23年９月30日 平成23年12月21日 利益剰余金

平成24年５月11日
取締役会

普通株式 47,168 ６ 平成24年３月31日 平成24年６月11日 利益剰余金

　

２　株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

 【セグメント情報】

前第３四半期累計期間(自　平成22年10月１日　至　平成23年６月30日)及び当第３四半期累計期間(自　平成

23年10月１日　至　平成24年６月30日)

当社は、通信機器・電子機器・ＯＡ機器の販売および施工、システムソフト開発、並びにこれらに関連

するサポートサービスの単一事業を営んでいるため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。　

項目
前第３四半期累計期間
(自　平成22年10月１日 
  至　平成23年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年10月１日 
  至　平成24年６月30日)

　１株当たり四半期純利益金額又は
　１株当たり四半期純損失金額(△)(円)

△31.06 4.62

　（算定上の基礎） 　 　

　四半期純利益又は四半期純損失金額(△)(千円) △264,482 36,285

　普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　普通株式に係る四半期純利益金額又は
　四半期純損失金額(△)(千円)

△264,482 36,285

　普通株式の期中平均株式数(株) 8,515,211 7,861,780

 (注) 当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。なお、前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　
(重要な後発事象)

 該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第67期(平成23年10月1日から平成24年９月30日)中間配当については、平成24年５月11日開催の取締役会

において、平成24年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行

うことを決議いたしました。

 

　①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　      47,168千円

　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　      　６円00銭　　　　　

　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成24年６月11日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成24年８月９日

扶 桑 電 通 株 式 会 社

　       取締役会　御中

　

有限責任監査法人　トーマツ

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　 公認会計士    山    田    　    努    印

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

　 公認会計士    大    竹    貴    也    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている扶桑
電通株式会社の平成23年10月１日から平成24年９月30日までの第67期事業年度の第３四半期会計期間(平成
24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年10月１日から平成24年６月30日

まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、扶桑電通株式会社の平成24年６月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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